
乾
隆
時
代
下
級
満
洲
貴
族
の
地
産
と
人
丁

|
|
「
大
爺
得
分
屯
中
差
租
地
畝
京
内
屯
中
北
築
関
東

等
慮
人
丁
地
畝
糟
冊
」
と
い
う
史
料
に
つ
い
て
|
|村

開

題

松

祐

:t;( 

= 7~ = 

自
分
は
か
つ
て
潅
正
時
代
の
旗
荘
の
年
牧
入
の
記
録
簿
で
あ
る
差
銀
燭
橋
、
租
銀
燭
稽
等
の
史
料
を
紹
介
し
て
、
清
代
の
王
公
動
藷
の
保
有

し
た
旗
地
財
産
に
、
差
地
と
租
地
と
の
匡
別
が
あ
っ
た
こ
と
、
差
地
が
満
洲
人
に
よ
る
漢
人
の
政
治
的
支
配
開
始
を
契
機
に
、
特
権
身
分
の
象

徴
と
し
て
皇
帝
か
ら
割
宛
て
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
原
額
地
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
劃
し
て
、
租
地
は
明
以
来
の
漢
入
社
舎
の
土
地
私
有

慣
行
、
土
地
自
由
貰
買
慣
行
を
受
け
つ
い
で
、
他
か
ら
購
入
蓄
積
せ
ら
れ
、
他
ヘ
小
作
貸
付
せ
ら
れ
た
土
地
で
あ
る
こ
と
、
嘗
然
に
こ
れ
ら
か

①
 

ら
旗
産
所
有
者
が
期
待
し
う
る
牧
入
の
質
量
に
も
、
そ
れ
な
り
の
相
違
の
あ
る
こ
と
等
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
。
叉
清
代
の
内
務
府
皇
産
、

つ
ま
り
宮
廷
の
直
轄
荘
園
に
つ
い
て
も
初
歩
的
な
研
究
を
行
っ
て
、
そ
こ
に
も
重
要
な
土
地
の
三
種
目
と
し
て
、
内
務
府
三
旗
銀
雨
妊
頭
慮
の

納
銀
証
と
、
内
務
府
禽
計
可
所
管
の
糧
荘
と
が
あ
り
、
前
者
が
帯
地
投
充
等
に
よ
っ
て
来
関
し
た
漢
人
土
地
所
有
者
を
荘
頭
と
し
て
、
年
々
銀

の
一
定
額
を
納
付
せ
し
め
る
他
、
土
地
の
直
接
用
役
に
は
介
入
開
知
し
な
い
趣
旨
の
も
の
で
あ
っ
た
の
に
封
し
、
後
者
は
す
く
な
く
と
も
嘗
初

は
、
こ
れ
に
人
身
隷
属
関
係
を
伴
う
社
丁
を
配
置
し
、
社
丁
に
は
土
地
・
牛
・
種
子
・

房
屋

・
口
糧
・
器
皿
等
の
一
定
量
を
割
宛
て
、
宮
廷
の

②
 

需
要
を
直
接
充
足
す
る
た
め
の
寅
物
定
量
納
入
を
義
務
づ
け
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

:339 
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ど
う
も
清
代
の
満
洲
人
支
配
者
の
特
権
的
土
地
所
有
に
は
、
占
圏
や
投
充
に
よ

っ
て
奪
取
し
た
漢
人
私
有
地
又
は
奮
漢
人
所
有
地
を
、

ね
ら

い
と
し
て
は
自
給
自
足
的
な
満
洲
人
荘
園
の
中
に
組
み
こ
ん
で
、
不
斗
入
化
し
て
ゆ
く
形
の
も
の
と
、
市
場
に
お
け
る
土
地
の
買
買
典
質
や
時

に
投
充
的
な
経
路
を
経
て
、
土
地
を
私
的
に
蓄
積
し
、
こ
れ
を
民
間
の
地
主
小
作
人
制
に
似
た
形
で
出
佃
し
て
、
小
作
料
牧
取
の
源
泉
と
し
た

も
の
と
こ
通
り
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
満
洲
旗
人
の
旗
地
所
有
お
よ
び
旗
地
経
営
に
つ
い
て
は
、
市
場
的
な
感
受
や
債
格
経
済
的
な
計
算
の
細

散
さ
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
、
漢
人
か
ら
の
競
争
に
耐
え
切
れ
ず
に
、
満
洲
旗
人
は
念
速
に
窮
乏
化
し
、

旗
地
の
地
権
も
喪
失
し
て
行
っ
た
と
い

う
の
が
従
来
の
通
説
で
あ
り
、
又
一
般
的
傾
向
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
動
き
が
見
ら
れ
た
こ
と
、
特
に
そ
れ
が
満
洲
朝
廷
の
立
場
か
ら
は
、
重

大
切
貫
な
闘
心
事
と
し
て
問
題
視
せ
ら
れ
た
こ
と
、
そ
れ
に
い
さ
さ
か
の
疑
も
あ
り
え
な
い
が
、

し
か
し
満
洲
旗
人
の
全
て
が
一
路
同
じ
悲
境

に
沈
ん
で
行

っ
た
か
と
言
え
ば
、
必
ら
ず
し
も
そ
う
で
な
い
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
満
洲
旗
人
の
範
鴎
の
中
に
も
、
地
位
の
高
下
や
所
得

の
大
小
に
基
づ
く
、
階
層
的
隔
差
が
あ
り
、
大
勢
と
し
て
は
荘
園
地
は
私
有
地
化
し
、
旗
地
は
陸
科
せ
ら
れ
、
旗
人
は
窮
乏
し
、
地
権
は
漢
人

地
主
や
漢
人
官
僚
の
掌
中
に
移
っ
て
行
っ
た
に
せ
よ
、
こ
れ
に
劃
す
る
抵
抗
に
は
、
階
層
ご
と
に
強
弱
の
差
が
あ
り
え
た
の
だ
と
思
う
。
す
く

な
く
と
も
戦
士
で
あ
る
と
と
も
に
部
族
民
で
あ
り
、
遼
東
準
出
後
は
漢
人
奴
隷
と
土
地
と
を
輿
え
ら
れ
る
特
権
身
分
で
あ
っ
た
旗
丁
が
、
本
土

一76-

に
入
っ
て
か
ら
は
下
級
軍
官
と
し
て
安
月
給
取
に
な
っ
て
行
っ
た
場
合
と
、
関
内
に
入

っ
て
も
多
少
ま
と
ま
っ
た
土
地
の
配
輿
を
得
て
、
そ
の

封
領
化
の
上
に
優
雅
安
逸
の
生
活
を
設
計
で
き
た
満
洲
貴
族
の
場
合
と
で
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
貴
族
に
も
ま

た
所
領
の
大
小
や
、
北
京
か
ら
の
遠
近
ゃ
、
差
租
徴
取
力
の
大
小
に
よ
っ
て
、
大
幅
な
上
下
の
層
差
が
あ
っ
た
は
づ
で
あ
る
と
思
う
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
言
う
た
め
に
は
、
買
は
も
少
し
史
料
的
な
研
究
が
進
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
旗
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
階
層
に
つ
き
、

三
十
五
年
二
月

そ
の
牧
入
や
支
出
や
生
計
の
構
造
が
、
具
象
的
に
問
わ
れ
明
ら
か
に
せ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
以
下
に
紹
介
し
よ
う
と
す
る
一
史
料

「
乾
隆

③
 

大
爺
得
分
屯
中
差
租
地
畝
京
内
屯
中
北
築
関
東
等
人
丁
地
畝
組
加
」
は
、
あ
る
面
で
こ
れ
ら
の
要
求
に
臆
え
る
も
の

目
立

で
あ
る
。
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
「
大
爺
」
が
誰
だ
っ
た
の
か
、
ど
の
よ
う
な
経
歴
と
地
位
の
人
だ
っ
た
の
か
は
分
ら
ぬ
。
彼
が
そ
の
附
近
に
屯
中

の
人
丁
や
地
畝
を
相
績
し
た
、
国
安
、
永
清
、
深
州
、
大
奥
そ
の
他
の
地
方
志
に
嘗
っ
て
見
た
が
、
彼
の
ア
ィ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
l
シ
ョ
ン
を



示

す

記

事

は

見

嘗

ら

な

か

っ

た

。

こ

の

史

料

は

先

ず

彼

の

「
得
分
」
財
産
、
お
よ
び
そ
の
寸
得
分
」
人
丁
の
、
乾
隆
三
五
年
(
一
七
七

O
)
に
お
け
る
、
北
京
・
京
畿
・
北
案
・
東
北
等
の
諸
地
黙
に
わ

た
る
、
網
羅
的
目
録
な
の
で
あ
っ
て
、
旗
人
の
特
権
的
牧
入
、
お
よ
び
そ
の
基
礎
原
泉
に
な
る
土
地
・
第
働
力
保
有
構
造
の
、
す
く
な
く
と
も

一
例
を
か
な
り
く
わ
し
く
、
か
つ
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
後
述
す
る
と
こ
ろ
か
ら
細
部
的
に
明
ら
か
に
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
大
爺
x
の
家

は
合
計
八
、
七
七

0
・
0
畝
の
土
地
を
畿
輔
と
開
東
(
東
北
)
と
に
分
散
し
て
も
っ
て
い
る
。
八
千
七
百
畝
と
い
う
土
地
所
有
の
規
模
は
、
今

ま
で
自
分
が
取
上
げ
た
二
つ
の
皇
・
旗
産
事
例
の
ど
ち
ら
に
比
べ
て
も
、
は
る
か
に
小
さ
い
。
そ
れ
は
畿
輔
・
盛
京
・
錦
州
・
熱
河
・
鯖
化
城

其
他
の
土
地
を
合
計
す
れ
ば
、
嘉
慶
曾
典
に
三
・
七
百
高
畝
、
光
緒
舎
典
に
三
・
三
百
寓
畝
と
見
え
、
民
園
四
年
(
一
九
一
五
)
付
の
畿
輔

@
 

の
皇
産
地
畝
加
の
、
残
存
般
教
三
三
珊
に
載
せ
ら
れ
た
分
だ
け
で
も
、
一
三
蔦
畝
以
上
に
な
る
天
子
の
荘
園
よ
り
小
さ
い
こ
と
は
勿
論
、
薙
正

年
聞
の
満
洲
王
侯
の
租
差
地
所
有
の
一
例
と
し
て
、
自
分
が
か
つ
て
こ
れ
に
ふ
れ
た
も
の
の
規
模
、
租
地
二

O
、
六
七
八
敵
、
差
地
七
七
、
二

@
 

八
五
畝
、
合
計
し
て
九
蔦
七
千
畝
ほ
ど
に
比
べ
て
も
、
そ
の
十
分
の
一
に
も
足
り
な
い
。
大
爺
x
は
満
洲
貴
族
の
一
員
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の

所
属
階
層
は
ご
く
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
そ
の
よ
う
な
満
洲
下
級
貴
族
で
あ
っ
た
大
爺
x
は
、
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
所
得
と
、

そ
の
源
泉
と
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

し
ば
ら
く
大
爺

x
と
し
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

し
か
し
こ
の
貼
を
除
け
ば
、

-77ー

大
爺

x
の
得
分
財
産
の
構
成

)
 

4
4
 

(
 

(
以
下
こ
う
略
稿
す
る
〉
の
記
載
に
は
丁
順
を
追
っ
て
、
次
の
よ
う
な
諸
事
項
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。

差
地
合
計
一
七
頃
四
七
畝
の
、
九
人
の
受
領
者
に
射
す
る
配
分
面
積
、
そ
の
差
銀
ま
た
は
差
鏡
負
措
恥
(
一
丁

a

|
二
丁

a
)

租
地
合
計
五
五
頃
八

O
畝
五
分
が
、
六
九
地
離
に
分
散
し
た
所
在
村
名
と
、
個
々
の
地
片
の
面
積
、
そ
の
租
般
ま
た
は
租
銭
額
@
(
ニ
丁

史
料
「
綿
燭
」

(2) 

a
1六
丁
b
)
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。)

一
五
口
合
計
三
頃
二
敵
五
分
の
賞
得
牧
地
(
後
に
立
か
え
っ
て
ふ
れ
る
)
の
所
在
地
勲
、
面
積
、
被
賞
興
者
名
、

お
よ
び
銀
ま
た
は
鏡



(6) 

の
薩
得
租
妬
吋
(
六
丁
b
|
七
丁
b
)

、

@

房
屋

・
屋
基
の
所
在
地
貼
、
間
数
、
お
よ
び
租
銭
額
(
入
丁

a
)

京
内
嘗
差
人
口一

三
戸
、
四
八
人
の
戸
別
の
家
族
構
成
、
男
女
成
員
の
名
、

⑪
 

後
の
死
浪
者
を
示
す
ら
し
い
追
記
(
入
丁
b

九
丁

a
〉

固
安
豚
等
の
「
屯
中
」
人
丁
、
一
四
戸
、
八
二
人
の
、
居
住
村
名
、
戸
別
家
族
構
成
、
個
々
の
成
員
の
名
、
間
柄
、
年
齢
、

@
 

設
を
示
す
ら
し
い
追
記
(
一

O
丁
a

|
一
四
丁

a
)

(
恐
ら
く
乾
隆
三
五
年
に
お
け
る
)
年
齢
、

お
よ
び
そ
の

342 

(4) (5) 

お
よ
ひ
死

(7) 

二
戸
、
合
計
九
人
の
北
案
村
人
丁
の
、
戸
別
家
族
構
成
、
成
員
の
名
、
績
柄
、
年
齢
、
死
涯
を
示
す
ら
し
い
追
私
(
一
四
丁
b
)

錦
州
等
六
地
貼
、
合
計
九
戸
、
七
五
人
、
保
有
地
一

九
O
日
に
上
る
関
東
人
丁
の
、

⑬
 

額
、
家
族
構
成
、
成
員
の
名
、
績
柄
、
年
齢
等
(
一
四
丁
a

|
一
七
丁
b
〉

戸
ご
と
の
所
在
地
貼
、

差
地
保
有
面
積
、

差
銀

(8) つ
ま
り
大
爺
x
の
土
地
財
産
に
は
差
地
と
租
地
と
が
あ
り
、
租
地
の
一
部
は
賞
得
牧
地
と
し
て
看
立
や
撰
什
庫
や
寡
婦
や
僕
牌
に
賞
興
せ
ら

れ
て
い
る
。
差
地
か
ら
は
差
銀

・
差
銭
を
、
租
地
か
ら
は
租
銀

・
租
銭
を
徴
取
す
る
。
賞
得
牧
地
の
「
鷹
得
租
」
は
、
被
賞
興
者
が
私
牧
し
え

- 78ー

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
人
口

に
は
大
き
く
分
け
て
、
「
京
内
嘗
差
」
の
人
口
と
、
河
北
省
固
安
鯨
附
近
の
「
屯
中
人
丁
」
、
北
案
村
人

丁
と
、
錦
州
そ
の
他
東
北
に
す
む
関
東
人
丁
と
が
あ
る
。

い
ず
れ
も
壮
丁
年
齢
の
男
子
だ
け
で
は
な
く
て
、
巳
故
者
や
そ
の
妻
や
戸
主
の
妻
子

や
兄
弟
や
そ
の
妻
子
を
も
ふ
く
め
て
、
老
幼
男
女
と
も
に
記
録
せ
ら
れ
て
レ
る
。
こ
の
内
関
東
、
つ
ま
り
東
北
地
方
の
人
丁
に
つ
い
て
は
、
戸

ご
と
に
保
有
地
に
閲
す
る
記
載
(
「
無
地
」
を
ふ
く
む
〉
が
あ
り
、
屯
中
・
北
案
の
人
丁
に
つ

レ
て
は
、

後
述
す
る
よ
う
に
あ
る
い
は
差
地
を
割

宛
て
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
賞
得
牧
地
を
興
え
ら
れ
た
り
し
て
い
る
の
に
、

「
京
内
嘗
差
」
の
人
口
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
だ
け
は
、

土
地
に

闘
す
る
記
載
が
全
く
快
け
て
い
る
。
彼
等
が

「
嘗
差
」
し
、
同
時
に
生
活
し
た
の
は
、
大
爺

x
の
家
内
に
お
レ
て
で
あ
っ

た
の
か
、

そ
れ
と
も

そ
れ
ぞ
れ
旗
務
を
割
宛
て
ら
れ
て
下
級
官
吏
と
し
て
服
務
し
、
従
っ
て
俸
給
と
し
て
銭
糧
を
興
え
ら
れ
て
、
こ
れ
に
よ

っ
て
衣
食
し
た
の
か
。

一
三
戸
四
入
人
の
京
内
人
口
が
、
全
て
大
爺
の
家
内
に
留
め
ら
れ
た
こ
と
は
あ
り
そ
う
も
な
い
か
ら
、
一

部
は
す
く
な
く
と
も
後
者
で
あ
っ

た



大爺得分地畝構成@

地 種 |面 積|百分比 |分割口数|荷震り

畝 % ロ 畝
差 地 1.747.0 19.9 9 194. 1 

租 地 5.580.5 63.5 69 80.6 

賞得枚 地 302.5 3.5 15 17.7 

関東人丁地 1.140.0 13.1 9 126.6 

よ口h 計 I8.770.0 I 85.8 

第一表

ろ
う
〈
こ
れ
に
つ
い
て
も
な
お
後
述
す
る
)
。
い
づ
れ
に
せ
よ
右
に
略
記
し
た
よ
う
に
、

X

家
は
東
北
地

方
に
も
畿
内
に
も
北
京
に
も
人
丁

・
人
口
を
支
配
し
、
叉
土
地
も
関
内

・
闘
外
に
わ
た
り
、
保
有
し
て
い

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
表
に
す
る
と
上
の
第
一
表
の
ご
と
く
に
な
る。

合
計
八
、
七
七

0
・
0
畝
の
所
有
地
の
ご
ニ

・
一
%
が
東
北
地
方
に
あ
る
だ
け
で
、
入
六

・
九
%
は
山

海
開
以
内
の
中
園
本
土
に
あ
る
。
つ
ま
り
侵
入
し
て
漢
人
か
ら
奪
取
し
た
土
地
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
八

六

・
九
%
の
内
、
差
地
、

つ
ま
り
原
来
は
公
的
な
配
慮
に
基
づ
い
て
大
爺

x
の
家
に
割
嘗
て
ら
れ
、
従
つ

て
叉
旗
下
の
嘗
差
人
丁
に
再
割
嘗
て
せ
ら
れ
た
土
地
は

一
九
・
九
%
を
占
め
る
だ
け
で
、
他
の
八

0
・一

%
、
全
睦
の
六
三

・
五
%
は
私
的
な
地
主
土
地
所
有
に
似
た
黙
の
多
そ
う
な
、
租
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
地
目
や
、
定
着
地
貼
ご
と

の
人
丁
、
人
丁
と
土
地
保
有
と
の
関
係
等

に
つ
き
、
も
少
し
立
入
っ
た
観
察
を
す
る

前
に
、
な
お
一
つ
だ
け

一
般
的
な
表
を
掲

そ
の
一
畝
嘗
り
の
租

・
差
額
を
比
較
し
た
第
二
表
で
あ
る
。
大
爺
x
は
八
、

げ
て
お
こ
う
。
各
種
地
目
か
ら
の
牧
入
、

七
O
畝
に
上
る
そ
の
保
有
地
か
ら
、
銀
で
約
二
二

O
雨
、
銭
で
約
九
五

O
吊、

合
計
し
て
銀
で
て
二

O
O雨
ほ
ど
の
牧
入
を
え
て
い
た
。
個
々
の
地
目
の
租

-
差
額
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
立
返
っ
て
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、
こ
の

表
を
見
る
た
め
に
も
是
非
必
要
な
嘗
時
の
銀
銭
比
債
は
、
銀
一
雨
が
銭
九
五

O

343 

文
に
嘗
り
、
趨
勢
と
し
て
は
銅
銭
の
騰
貴
が
や
が
て
問
題
視
せ
ら
れ
る
時
期
だ 七

畝嘗の租差額

地 目 |面 積|差 ・租額 |畝 笛

畝 爾 雨

銀差 915.0 143.000 0.156 
差地 吊 吊

銭差 832.0 110.000 O. 132 

爾 爾

銀租 2.024.0* 38.646 0.019 
租地 吊 吊

銭租 3.538.5* 759.130 0.212 

雨 雨

銀租 67.0キ 10.660 0.159 
得枚地

銭租
吊 吊

220.5* 78. 732 0.357 

関東地銀差 11.140.01 
南

0.237 

*⑬を見よ。

- 79ー

第二表
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⑬
 

っ
た
こ
と
だ
け
を
附
記
し
て
お
く
。差

地
と
租
地
、
租
銀

・
銭、

お
よ
び
差
銀

・
銭
負
捨

第
一
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
大
爺

x
の
所
領
の
面
積
に
し
て
八
七
%
は
闘
内
に
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
ま
た
八
O
%
近
く
(
綿
計
の
六
九

・
六

%
)
は
租
地
、
二
O
%
ほ
ど
が
差
地
で
あ
る
。

こ
の
差
地
と
租
地
と
は
、
ど
の
よ
う
な
地
目
で
、
ど
う
ち
が
う
の
か
。
史
料
「
組
加
」
に
記
載

さ
れ
る
さ
れ
方
に
つ
い
て
言
え
ば
、

そ
こ
に
見
ら
れ
る
は

っ
き
り
し
た
ち
が
い
は
、

差
地
が
常
に
特
定
の
人
名
を
伴
な
い、

差
銀

・
差
銭
牧
入

の
源
泉
と
し
て
現
わ
れ
る
の
に
、
租
地
は
人
名
を
と
も
な
わ
ず
に
、
地
名
と
と
も
に
簿
上
に
記
さ
れ、

租
銀

・
租
銭
牧
入
の
源
泉
に
な

っ
て

い

る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

史料 「線冊」に見える差地と差銀負捲

笛差人名 |面 積 |差 銀 銭 |附差額

畝 雨 雨
代四 迷地 265.0 30.00 0.113 

H e 

向三迷子地 450.0 80.00 0.177 
吊 門門司

芦思 議地 832.0 110.00 0.132 
雨 雨

王有知地 30.0 6.00 0.200 
H H 

E平三逮子地 30目。 6.00 0.200 
H H 

向 狗見地 30.0 6.00 0.200 
H 旬

房 二格 地 30.0 4.00 o. 133 
H H 

向 偏 見 地 40.0 6.00 0.150 
H H 

主 登科地 40.0 5.00 o. 125 

|… i 
同

計・卒均 o. 148* 

第三表

先
ず
差
地
に
つ
い
て
の
「
穂
般
」
の
記
事
を
表
式
化
す
る
と
、
第
三
表

1戸溜 り卒均差地面積は194.1畝

- 80-

の
ご
と
く
で
あ
る
。
土
地
は
す
べ
て
代
田
達

(
子
〉
地
と
か
、
芦
思
誕
地

と
か
、
特
定
の
人
名
と
と
も
に
現
わ
れ
る
。
所
在
地
の
記
載
は
な
い
。
嘗

差
人
一
入
賞
り
の
土
地
の
面
積
に
は
、
ハ
門

や
や
大
き
い
面
積
(
二
頃
か

ら
入
頃
以
上
に
及
ぶ
〉
の
、
そ
の
大
き
さ
に
規
則
性
の
な
い
も
の
と
、

ω

面
積
が
ず
っ
と
小
さ
く
て
、
三
O
畝
と
か
四
O
畝
と
か
、
規
格
化
さ
れ

た
土
地
の
一

定
分
量
を
、
給
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の

と
の
別
が
あ
る
。
大
爺
か
ら
差
地
を
受
領
し
て
い
る
者
に
も
、
階
級
差
や

*⑫を見よ。

機
能
差
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
自
分
が
か
つ
て
扱
っ
た
こ
れ
よ

り
も
規
模
の
大
き
な
王
公
ら
し
い
も
の
の
旗
地
所
有
の
場
合
に
も
、

や
は

り
差
地
に
は
面
積
が
大
き
く
て
不
安
定
な
庄
頭
地

(
頭
等

・
二
等
・

三
等



史料「線冊」の租地・賞得牧地とその租銀負携

地 種 |面 積| 租銀・銭 | ー畝賞租額

畝 吊 吊
銭 租 地 3，538.5 759.13爾0 0.211爾2 9 
銀 租 地 2，024.0 38.64吊6 0.0 

吊
賞得(鎗〕牧地 220.5 78..732 0.357 

爾 爾

賞得(銀〉牧地 67.0 10.660 0.159 

吊

0.159南(0.151吊)本合計・卒均 5，850.0 爾 931.266場

49.306 

養 1雨=950文として換算。換算率につき⑬を見よ。

e

銭
糧
等
底
一頭
地
〉
や
、
園
頭
地
(
茶
・
凪
・
菓
園
頭
地
〉
と
な
ら
ん
で
、
茨
軍
・
提
軍
・
持

軍
等
の
寧
丁
地
が
ふ
く
ま
れ
、
こ
れ
ら
は
一
丁
嘗
り
三
主
・

O
畝
と
い
う
よ
う
な
比
較
的
小
さ@

 

い
、
し
か
し
き
ち
ん
と
斉
一
な
面
積
を
劃

一
的
に
配
分
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
い
出
さ
せ
る
。

第四表

差
銀
・
鎮
の

一
畝
嘗
り
卒
均
は
銀
で

0
・
一
四
八
雨
、
鎮
で
一
四

O
文
ほ
ど
に
な
る
。
嘗
時

⑮
 

の
米
債
を
一
石
一
、
五

O
O文
内
外
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
一
斗
ほ
ど
に
嘗
る
。
北
部
中
園
の
土

地
の
生
産
性
の
低
さ
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
小
作
料
の
水
準
で
は
な
く
税
の
水
準
で
あ
る
と
言

わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
卒
均
に
お
い
て
低
い
ば
か
り
で
な
く
、
嘗
差
人
に
よ

っ
て
か
な
り
の

幅
の
高
下
が
あ
る
が
、
そ
の
最
高
の
場
合
(
例
え
ば
第
三
表
に
お
け
る
扉
三
達
子
、
向
狗
見
な

ぞ
の
場
合
)
を
取
っ
て
も
、
地
主
私
有
地
の
小
作
料
の
水
準
か
ら
見
る
と
、
ず
っ
と
低
く
て
、

そ
こ
に
大
き
な
隔
差
が
あ
る
ゆ

租
地
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
爺

x
は
畿
内
に
合
計
六
九
地
片
の
租
地
を
も
っ
て

い
る
。
こ
の
他
に
一
六
地
片
、
元
来
は
租
地
だ
っ
た
所
が
賞
得
牧
地
と
し
て
、

家
人
・

墓
守
そ

の
他
に
賞
賜
せ
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
そ
の
租
銀
負
措
で
あ
る
が
、
銭
租
地
・
銀
租
地
、
賞
得
牧

地
に
ま
と
め
て
、
面
積
、
租
銀
銭
の
合
計
額
、
お
よ
び
そ
の
畝
嘗
卒
均
額
を
示
す
と
、
第
二
表

-81-

と
一
部
重
複
す
る
が
、
上
の
第
四
表
の
ご
と
く
に
な
る
。

租
地
を
多
少
と
も
民
団
の
小
作
地
に
近
い
も
の
と
考
え
れ
ば
、
租
負
措
は
差
負
措
よ
り
重
く
て
よ
さ
そ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
し
か
し
第
四
衰

の
示
す
卒
均
、
銀
で

0
・
一
五
九
雨
、

銭
で

一
五
一
文
は
、

寅
物
に
し
て
米
一
斗
内
外
に
し
か
嘗
ら
ず
、

第
三
表
の
畝
嘗
卒
均
差
額
に
比
べ

て

345 

も
、
ほ
ん
の
僅
か
に
重
い
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
第
四
表
に
示
す
よ
う
に
、
そ
こ
に
例
外
的
に
租
率
の
低
い
地
目
(
銀
租
地
〉
が
ふ
く

ま
れ
て
い
る
か
ら
で
、
叉
そ
の
銀
租
地
の
租
率
が
ひ
ど
く
低
く
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
部
に
叉
例
外
的
に
租
率
の
低
レ
租
地
片
〈
例
え
ば
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南
寅
盛
の
一
八
頃
の
租
地
、
租
銀
額
三
雨
六
銭
と
い
う
ご
と
き
〉
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
に
も
関
連
す
る
か
ら
、
こ
の
租
地
片

@
 

の
前
後
敷
地
片
に
つ
レ
て
の
「
総
崩
」

の
記
事
を
次
に
引
い
て
お
く
。

濁
流
地
三
畝
自
三
十
四
年
秋
後
作
起
至
三
十
九
年
秋
後
矯
櫛

租
銭
一
吊
二
十
文

練
庄
地
一

頃

租
銭
十
二
吊

南
黄
盛
地
十
八
頃
自
三
十
四
年
秋
後
作
起
至
三
十
九
年
秋
後
四
局
満

強
村
地
三
畝

租
銀
三
雨
六
銭

租
銀
四
銭
五
分

孔
家
庄
地
三
十
畝

租
銭
九
吊
六
百
文

の
ご
と
く
で
あ
る
。

一
八
頃
で
租
銀
三
・
六
南
と
い
え
ば
、

一
畝
嘗
り
で
は

0
・
0
0二
雨
に
し
か
な
ら
ぬ
。

「
穂
加
」

の
誤
記
か
も
知
れ

- 82ー

濁
流
地
が
Q
・
三
四

O
吊
、

雨
、
孔
家
庄
地
が

0
・
三
二

O
吊
で
、
地
味
そ
の
他
に
よ
る
ば
ら
つ
き
は
あ
っ
て
も
、

ぬ
。
こ
の
敷
地
片
の
他
の
も
の
を
通
観
し
て
も
、

練
圧
地
が

0
・
ご

一O
吊、

強
(
張
)
村
地
が

0
・
一
五

O

み
な
銭
に
し
て
百
数
十
文
以
上
で
あ
る
。
こ
の
ひ
ど
く

租
一
年
の
低
い
事
例
を
別
に
し
て
、
租
銀
地
の
面
積
お
よ
び
租
額
を
集
計
す
る
と
、
二
二
四

・
O
畝
針
三

0
・
0
四
六
雨
に
な

っ
て
、
敵
嘗
租
額

は
0
・
ご
ニ
四
雨
に
な
り
、
又
租
地
全
障
の
畝
嘗
租
卒
均
も
、

0
・
二
二
九
南

(
0
・二

一
七
吊
〉
と
な
る
。
こ
の
方
が
個
々
の
地
片
に
つ
い

て
試
算
し
て
た
し
か
め
た
租
率
の
貫
献
に
近
い
。

租
額
の
敵
嘗
卒
均
は

0
・
一
二
八
雨、

@
 

0
・
0
七
三
雨
、
軍
丁
地
に
つ

い
て

0
・
0
六
四
南
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
合
に
も
差
よ
り
租
の
方
が
少
し
高
い
。

別
の
拙
稿
で
取
扱
っ
た
薙
正
の
取
租
加
槌
の
場
合
の
、

差
額
の
そ
れ
は
銀
庄
や
菜
瓜
固
に
つ
い
て

し
か
し
そ
の
い
づ
れ
の
場
合

で
も
、
高
い
と
言
っ
て
も
程
度
の
差
で
、
民
地
の
小
作
料
か
ら
見
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
十
分
の
一
に
近
い
低
き
で
あ
る
。
や
は
り
旗
産
に
包
含
せ

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
丁
・
漕
糧
の
正
規
・
追
加
の
負
措
を
ま
ぬ
か
れ
れ
ば
、
幣
地
投
充
を
敢
で
す
る
採
算
が
取
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
又



租
地
の
小
作
人
は
、
自
身
で
直
接
耕
作
し
な
く
と
も
、
こ
れ
を
轄
佃
し
て
十
分
な
利
幅
の
第
二
次
小
作
料
を
中
飽
し
え
た
は
づ
だ
と
思
う
。

そ
の
よ
う
な
轄
佃
小
作
人
に
つ
い
て
、
何
分
民
国
の
小
作
料
率
と
官
旗
産
の
租
率
と
の
聞
に
は
、
大
き
な
隔
差
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

嘗

然
彼
ら
の
租
地
と
の
関
係
は
、
田
面
権
的
な
擢
利
に
昇
華
し
、

彼
ら
は
嘗
然
に
、
氷
佃
者
身
分
を
取
得
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が

一
寸
戸
惑
い
を
感
じ
さ
せ
る
記
事
が
見
出
さ
れ
る
。
右
に
引
い
た
濁
流
そ
の
他
の
租
地
に
つ
い
て
の

「
自
三
十
四
年
秋
後
作
起
、

至
三
十
九
年
秋
後
震
痛
」

「
綿
加
」
に
は
こ
の
見
地
か
ら
す
る
と
、

記
事
の
面
積
の
下
、
租
額
の
上
に
見
え
る
細
字
の
記
入
、

と
あ
る
も
の
が
こ
れ
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
明
ら
か
に
、
こ
れ
ら
の
地
畝
の
佃
作
の
期
聞
は
、

片
は
全
部
で
六
九
日
の
内
一
一
一
口
、

五
年
を
限
っ
て
契
約
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
同
様
の
註
記
を
つ
け
た
地

つ
ま
り
全
睦
の
三
分
の
一
近
く
も
あ
る
。
決
し
て
例
外
的
な
事
例
な
ぞ
で
は
な
い
。
叉
そ
の
内
の
一
事
例

の
場
合
に
は
、

圏
亭
地
八
十
四
畝
此
地
内
作
地
三
十
三
畝
、
自
三
十
四
年
秋
後
作
起
、
至
三
十
北
年
秋
後
篤
満

@
 

租
銭
三
十
七
吊
八
百
文

- 83ー

と
あ
っ

て、

一
地
片
の
一
部
に
つ
き
こ
の
よ
う
な
期
限
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
契
約
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
永
小
作
権
の
図
面
権
的
な
も
の
へ
の
固
定
化
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
前
提
に
し
て
図
面
の
貸
借
貰
買
の

行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
北
で
も
、
永
小
作
人
身
分
は
回
面
権
的
な
も
の
に
合
理
化
さ
れ
て
、
旗
地
小
作
人
の
擢
利
が
期

限
つ
き
で
買
買
さ
れ
る
と
い
う
段
階
ま
で
、
準
ん
で
い
た
よ
う
で
あ
る
。

四

差
地

・
租
地
と
人
丁

所
で
差
地
が
第
三
表
に
表
示
し
た
よ
う
に
、
大
小
の
地
片
に
分
れ
て
、
は
っ
き
り
姓
名
の
記
録
さ
れ
た
嘗
差
人
や
軍
丁
に
輿
え
ら
れ
て
い
る

の
と
比
較
す
る
と
、
租
地
の
場
合
に
は
所
在
地
の
村
名
と
牧
入
額
が
記
録
さ
れ
る
ば
か
り
で
、
誰
に
出
佃
さ
れ
た
の
か
、
ど
ん
な
用
役
に
供
さ

れ
て
い
た
の
か
、
全
く
分
ら
な
い
様
な
形
式
に
な
っ
て
レ
る
。
租
地
と
い
っ
て
も
旗
地
の
一

部
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
の
小
作
人
と
大
爺
と
の

347 
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聞
に
は
、
あ
る
人
身
的
な
つ
な
が
り
の
永
績
性
が
期
待
し
う
る
だ
ろ
う
と
考
え
て
も
、
前
節
の
末
尾
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
有
期
契
約
方
式
の

侵
透
を
示
す
か
の
よ
う
な
記
事
も
あ
っ
て
、
乾
隆
時
代
す
で
に
封
建
的
な
官
旗
産
の
制
度
は
、
は
げ
し
く
外
か
ら
の
土
地
私
有
や
自
由
慮
分
制

つ
ま
り
旗
産
で
も
租
地
に
な
れ
ば
、

急
速
に
差
地
が
元
来
と
も
な
っ
て
い
た
は
づ
の
人
丁
身
分

の
影
響
を
う
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る。

の
封
鎖
性
を
、
失
い
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
そ
れ
は
や
は
り
民
地
で
は
な
い
。
た
と
え

一
部
に
租
地
の
受
佃
者
た
る
の

地
位
が
一
定
期
限
有
償
で
譲
渡
さ
れ
る
場
合
が
あ
っ
て
も
、
全
設
と
し
て
は
ま
だ
そ
こ
に
人
身
的
な
、
制
約
H
保
誼
関
係
の
存
績
を
殻
想
し
な

「線冊」に見える租地の所在

村 名|地片敏 |面積 11 村 名|地片数|面積|

畝 畝 |。張 化 1 220.0 北貰隻 3 25.0 

朝日 源 1 53.0 貌 村 1 12.0 

0西里河 1 8.0 沙 口 1 134.0 

主連客庄 1 33.0 0永清英笠 1 13.0 

0自 村 1 18.0 斡各庄 2 30.0 

曲 河 1 20.0 外郎城 1 14.0 

0公 由 6 147.0 養八庄 1 318.0 

.10朱各庄 1 5.0 魯 村 1 319.0 

西 丈 1 11.0 0董相庄 2 795.0 

長郷減 1 10.0 横 道 1 16.0 

0馬 村 1 66.0 0奥家庄 1 14.0 

0馬公庄 1 2.0 北 清 1 45.0 

園 丁 6 149.0 南費村 1 21. 0 

孔家庄 3 101.0 白 尺 1 20.0 

0彰 村 2 15.0 朝日 灘 2 10.0 

0柳林庄 5 56.011 北 丈河 3 14.0 

0濁 流 2 5.5 煎懸案 1 6.5 

練 庄 1 100.。0方 城 1 6.5 

南黄盆 1 1.800.0 0石家府 2 26.0 

0強 村 2 13.0 0西 胡村 1 46.0 

丈房河 1 110.0 ワ 本| 1 3.0 

第五表

く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

*@を見よ。

そ
の
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
租
地
の
地
理
的
な

分
布
を
問
題
に
し
て
見
ょ
う
。
く
り
返
し
て
言
う

よ
う
に
、
租
地
片
は
村
名
と
租
額
と
を
伴
っ
て
、

-84ー

「
組
姉
」

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
試
み
に
そ
の
村

ご
と
の
地
片
教
と
租
地
面
積
と
を

一
表
に
し
て
見

る
と
、
上
の
第
五
表
の
よ
う
に
な
る
。

租
地
と
レ
う
も
の
が
随
分
分
散
的
な
構
造
を
も

つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
第
五
表
を
一
瞥
す
る

だ
け
で
明
か
に
な
る
。
稀
に
は

一
ケ
村
に
て
八

0
0畝
(
南
賀
盛
)

七
九
五

畝

(
董
相

一
O
畝
、
二
O

と
か
、

庄
)
と
か
い
う
例
も
見
え
る
が
、

畝
、
中
に
は
二
畝
と
か
五
畝
と
か
の
地
片
一
つ
だ

け
の
村
も
方
々
に
見
う
け
ら
れ
る
。



所
で
そ
め
よ
う
な
租
地
の
散
在
は
北
部
中
国
の
ど
の
漫
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
慶
さ
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
の
か
。
こ
れ
を
知
る
た
め
に
民
薗
時

@
 

代
の
北
京
近
傍
の
二
高
五
千
分
の
一
圃
と
、
地
方
志
の
圃
と
を
参
照
し
℃
、
第
五
表
の
村
名
に

O
印
を
つ
け
た
諸
村
に
つ
い
て
は
、
そ
の
概
略

の
位
置
を
た
し
か
め
え
た
。
こ
れ
を
略
圃
に
す
る
と
第
一
圃
の
よ
う
に
な
る
。
河
北
省
固
安
鯨
を
中
心
に
、
ー宛
卒
蘇
・
永
清
勝
・
探
勝
・
大
輿

鯨
な
ぞ
に
わ
た
り
、
縦
横
そ
れ
ぞ
れ
五

O
l六
O
粁
ほ
ど
の
範
囲
内
に
分
布
す
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
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西

05 

(
北
)

。
さ

"'. 
o~主

索。

柳
林

O

05 
告Ii

."孟
JH 
洪

つ
ま
り
本
旗
産
の
一
部
で
あ
る
租
地

は
、
北
京
の
南
方
六
、
七
十
粁
の
所
に
散
在
し
て
い
る
。

租
地
と
ち
が
っ
て
差
地
に
つ
い
て
は
、
組
加
は
位
置
の
こ
と

「線冊」に見える租地分布村落の位置

を
何
も
記
さ
な
い
。
し
か
し
前
に
第
三
表
で
示
し
た
よ
う
に
、

差
地
は
こ
れ
を
附
輿
さ
れ
た
嘗
差
人
の
姓
名
に
か
け
て
「
組

燭
」
に
記
載
さ
れ
る
か
ら
、
こ
れ
を
辿
れ
ば
位
置
の
推
定
が
全

一師団

く
で
き
な
い
課
で
は
な
い
。
と
言
う
の
は
史
料
「
線
紛
」

は
、
別
に
屯
中
人
T
の
項
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
津
山
の
人
名
を に

記
し
て
い
る。

し
か
も
そ
れ
ら
の
人
了
は
そ
の
居
住
地
と
戸
口

数
、
家
族
構
成
な
ぞ
を
と
も
な
っ
て
列
記
せ
ら
れ
る
こ
と
、
註

⑪
に
一
例
を
示
す
ご
と
く
で
あ
る
。
全
箆
に
見
通
し
を
つ
け
る

た
め
に
、
屯
中
人
丁
名
と
、
そ
の
居
住
地
と
、
戸
口
数
と
を
一

第一周

質
表
に
し
て
見
る
。
す
る
と
次
の
第
六
表
の
ご
と
く
に
な
る
。

こ
れ
を
第
三
表
と
照
合
す
る
と
、
第
三
表
に
差
地
受
領
者
と
し

て
現
れ
る
屯
中
人
丁
は
全
て
、
第
六
表
に
見
出
さ
れ
る
(
第
六

表
の
人
丁
名
の
頭
に

O
印
を
つ
け
て
お
い
た
)
。
嘗
然
に
彼
ら
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居住地 | 戸主名 |家族制差 地

国安豚小庖村 10芦恩譲
人 畝

8 832.0 

同 上 芦思彦 3 0.0 

同 上 芦恩 忠 4 0.0 

煎 趨 築 C代四j皇子 11 265.0 

0長子偏見 30.0 

i ~t 丈 キサ 0向三達子 6 450.0 

同 上 101l平三逮子 4 30.0 

同 上 o向狗見 3 30.0 

滑 村 O王有知 6 30.0 

圏 亭 O王 登科 8 40.0 

丈 房 河 0房二 格 8 30.0 

横 道 代復 善 5 0.0 

同 上 代五見 2 0.0 

t9U 灘 村 丁白 興 8 0.0 

四 主主 芦 俊 4 

計 | 14戸 似 i1，737.0 I 
北 築

上村 | | 
B 0.01 

同 沈 丁 績 4 

計 | 2戸 12人 1

屯中 ・北察人丁の居住地と家族数第六表を
認
め
な
く
て
は
な
ら
ぬ
が
、

*⑧参照。戸主人了名にOをつけたも

のは第三表の差地受領者である。

の
受
領
し
た
差
地
も
、
彼
ら
の
居
住
地
で
あ
る

」
れ
ら
の
村
々
に
か
、
或
は
す
く
な
く
と
も
そ

の
す
ぐ
近
く
に
あ
っ

た
こ
と
と
思
わ
れ
る。

相

憎
第
一
固
に
そ
の
概
略
位
置
を
園
示
し
え
な
か

っ
た
村
ば
か
り
な
の
は
残
念
だ
が
、
こ
れ
ら
の

村
々
は
全
て
租
地
の
所
在
地
と
し
て
も
記
録
さ

れ
て
居
り

そ
の
記
さ
れ
方
を
見
れ
ば

そ
れ

が
前
に
自
分
が
そ
の
略
位
置
を
指
示
し
え
た
村

々
と
同
様
、
固
安
鯨
城
周
過
に
分
布
し
て
い
た
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」
と
は
間
違
な
い
と
思
う
。

つ
ま
り
差
地
と
租
地
と
に
は
性
格
の
ち
が
い

し
か
も
こ
の
両
者
は
入
り
混

っ
て
、
固
安
鯨
城
を
中
心
に
、
ほ
ぼ
同
じ
地
域
に
併
存
散
在
し
て
い
た
の
だ
、
と

い
う
こ
と
が
出
来
る
。

北
案
村
の
二
戸
の
旗
丁
に
つ
い
て
は
、
そ
の
姓
名
と
家
族
数
が
わ
か
る
だ
け
で
、
土
地
の
こ
と
も
居
住
地
の
こ
と
も
知

の
管
理
に
も
関
係
し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
屯
中
」
人
丁
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
は
差
地
を
輿
え
ら
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
こ
と
に
よ
る
と
租
地
の
貸
付
や
牧
租

り
え
な
い
が
、

五

人
丁
の
家
族
構
成
と
生
計
、
賞
得
牧
地

第
三
表
の
差
地
の
分
配
と
、
第
六
表
の
家
族
数
の
大
き
さ
と
を
比
べ
る
と
、
障
分
大
き
な
不
公
卒
が
あ
る
。
念
の
た
め
第
六
表
の
第
四
欄
に

差
地
畝
数
を
附
記
し
て
お

い
た
。

自
分
の
家
族
だ
け
な
ら
八
人
、
分
家
し
た
芦
思
彦

・
芦
思
忠
の
家
ま
で
加
え
て
養
っ

た
と
し
て
も
、

一
五
人



に
す
ぎ
ぬ
芦
思
譲
は
入
三
二
・

O
畝
の
差
地
を
も
っ
。
一
家
六
人
の
向
三
達
子
は
、
戸
と
し
て
差
地
四
五

0
・
0
畝
を
受
け
た
上
に
、

そ
の
長

子
向
偏
見
や
、
そ
の
弟
か
と
思
わ
れ
る
向
狗
見
は
、
ま
た
別
に
そ
れ
ぞ
れ
三

0
・
0
畝
づ
つ
を
輿
え
ら
れ
て
、
合
計
家
族
数
九
人
で
玉
一

0
・

0
畝
の
差
地
を
保
有
し
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
は
房
二
格
は
家
族
数
八
人
で
三

0
・
0
畝
、
王
登
科
も
八
人
で
四

0
・
0
敵
、
王
有
知
は
六
人

で
三

0
・
0
畝
し
か
差
地
を
輿
え
ら
れ
て
居
ら
ぬ
。
地
味
の
肥
痩
に
相
違
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、

差
地
を
も
っ
者
も
あ
れ
ば
、
他
方
に
は
一
人
嘗
り
三
畝
と
か
四
畝
と
か
い
う
、
生
存
限
界
ぎ
り
ぎ
り
の
土
地
面
積
し
か
興
え
ら
れ
な
か
っ
た
者

も
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
横
這
の
代
姓
の
一
家
、
柳
灘
村
の
丁
姓
の

一
家
、
四
畳
の
芦
俊
の
一
家
の
よ
う
に
、
何
で
生
計
を
立
て
て
い
た
か
分

一
方
で
は
家
族
数
一
入
賞
り
一

O
O畝
近
く
の

ら
ぬ
が
、
土
地
を
全
く
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
さ
え
あ
る
の
で
あ
る
。

清
と
い
う
異
民
族
王
朝
の
下
で
、

建
園
の
事
業
に
参
加
し
た
旗
人、

特
に
主
権
者
と
本
来
部
族
を
問
う
す
る
か
、
或
は
同
う
す
る
と
い
う
神
話
に
支
え
ら
れ
て
、
特
権
身
分
を
認
め
ら
れ
た
上
、
部
族
共
同
盟
の
基

本
原
理
に
か
け
、
卒
等
へ
の
志
向
も
認
め
ら
れ
て
い
た
満
洲
旗
丁
の
生
計
に
も
、
入
開
後
百
儀
年
に
し
て
も
う
は

っ
き
り
と
個
別
化
や
分
化
の

領
向
が
誼
み
取
ら
れ
る
。
何
分
入
開
の
直
後
で
さ
え
、
分
興
せ
ら
れ
る
土
地
面
積
そ
の
も
の
が
、
一
年
ご
と
に
縮
少
し
た
り
、
計
算
の
基
礎
が

費
え
ら
れ
た
り
し
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

王
朝
支
配
開
始
の
時
す
で
に
、
人
口
の
匪
力
や
、
土
地
の
相
劉
的
不
足
や
、
耕
作
機
舎

に
劃
す
る
競
争
が
は
げ
し
い
明
末
漢
入
社
舎
の
経
済
保
件
の
制
約
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る。

戸
ご
と
の
差
地
の
分
興
額
に
、
か
な
り
大
き
な

差
隔
が
見
ら
れ
る
の
も
、
被
受
輿
者
の
身
分
層
序
の
上
下
や
、
そ
の
後
の
得
喪
に
も
よ
ろ
う
が
、

- 87ー

一
つ
に
は
彼
ら
の
入
闘
の
時
期
や
、
土
地
入

手
の
難
易
に
も
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

家
族
数
と
差
地
面
積
と
を
比
べ
た
だ
け
で
も
、
そ
こ
に
大
分
大
き
な
差
隔
が
あ
る
。

し
か
し
家
族
構
成
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
話
は
少
し
細

か
く
な
る
が
、
具
象
性
が
も
っ
と
強
く
な
る
。

一
等
大
き
な
固
安
豚
小
居
村
の
芦
思
譲
一
族
の
家
族
構
成
は
衣
の
ご
と
く
で
あ
る
。

庖
村
に
住
ん
で
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
家
族
構
成
に
、

「
穂
崩
」
に
見
え
る
芦
姓
の
三
戸
の
戸
主
、
思
忠
・
思
譲

・
思
彦
は
兄
弟
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
す
る
と
彼
ら
は
三
分
枝
、
四
世
代
揃

っ
て
小

八
三
二
畝
と
い
う
差
地
面
積
の
大
き
さ
を
考
え
合
せ
る
と
、
彼
ら
の
生
計
の
基
盤
が

351 

堅
確
な
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
に
、
疑
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
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111
芦
思
譲
日

妻
田

母
70 

芦 芦
妻一思 妻T思
40 彦 601忠

46 160 

ー
長
子
芦
岨
お

--|引
ヨ
J3

孫
六
十
見
9

キ死亡を示すらしく墨圏で圏んでいる。

名の下の数字は年齢。

差
地
の
小
さ
い
家
の
例
と
し
て
房
二
格
の
場
合
を
取
ろ
う
。
そ
の
家
族
構
成
は
衣
の
よ
う
に、

1 I 
次長
子子

妻 一 房 妻ァ房
21 成 241成

賢 |忠

房

表了言
46 

ー
女
子
芦
洞
お

妻
郡

ー
三
子
秋
見
口

子
芦
一
帯
幻

妻
お

五
輩
5

一|
次
認
識
園
つ

又
差
地
を
全
く
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
例
と
し
て
、
柳
灘
村
の
丁
白
輿
の
家
を
取
ろ
う
。
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八
人
に
差
地
三

O
畝
が
輿
え
ら
れ
て
い
る。



(
己
故
〉

丁
白
輿

T
1
 

妻
日

「一「
次長
子子

妻?丁妻一丁
301三 381常

|見|在

1 1 
次孫
孫子
子四
蟹達
子子

孫
子
黒
狗
4

房
の
家
も
丁
の
家
も
、
芦
思
譲
の
家
に
比
べ
て
、
き
わ
め
て
よ
く
似
た
構
成
を
一
示
す
e

た
だ

一
つ
の
ち
が
い
は
、

芦
家
に
は
差
地
が
入
三
ニ

畝
輿
え
ら
れ
、
房
・
了
二
家
の
場
合
に
は
、
差
地
が
三

O
畝
乃
至
零
畝
だ
っ
た
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
は
っ
き
り
し
た
、

接
大
し
ゃ

す
い
貧
富
の
懸
隔
が
あ
り
え
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

北
案
村
の
沈
呈
植
の
家
な
ぞ
は
、

歳
〉
、
星
頑
の
母
(
六

O
歳
)
が
み
な
死
ん
で
、
女
子
五

Y
頭
年
十
二
歳
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
女
だ
け
残
っ
て
も
年
の
若
い
も
の
は
ま
だ
よ

い
。
老
齢
の
者
を
ど
う
す
る
か
。
ど
こ
の
農
業
社
舎
で
も
厄
介
な
錬
寡
孤
濁
の
問
題
が
こ
こ
で
も
護
生
す
る
。
そ
し
て
賞
得
牧
地
の
制
度
は
逼

常
定
例
の
嘗
差
(
看
放
の
よ
う
な
)
や
、
太
爺
の
君
主
目
を
満
す
必
要
だ
け
で
な
く
、
こ
の
問
題
に
劉
慮
す
る
制
度
的
用
意
で
も
あ
っ
た
の

そ
れ
で
も
一
家
に
妊
年
の
男
手
の
多
い
家
は
ま
だ
よ
い
。

父
親
の
星
顧
(
四

O
歳)、

そ
の
妻
。
ニ
七

--'-89ー

で
な
い
か
と
思
う
。

賞
得
牧
地
の
一
費
表
を
第
七
表
に
掲
げ
る
。

，
賞
得
牧
地
は
ハ
円
上
支
の
人
に
輿
え
ら
れ
る
。
。

寡
婦
や
老
人
に
「
吃
租
」
し
て

「養
老
」
す
る
た
め
に
輿
え
ら
れ
る
。
叉

の
援
什
庫
(
領
催
〉
の
よ
う
な
公
務
や
勤
役
の
報
償
と
し
て
輿
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
伺
大
爺
に
劃
す
る
個
人
的
(
家
内
的
)
な
サ
ー
ビ

ス

(
例
え
ば
賞
大
爺
的
〉
ら
し
い
も
の
に
興
え
ら
れ
る
。
所
在
地
黙
は
一
般
に
租
地
の
分
布
し
た
地
域
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
も

一
圏
に
な
っ

て
で
は
な
く
、
贋
い
地
域
に
散
在
す
る
。
屯
援
什
庫
が
西
里
河
と
横
道
と
ニ
ケ
村
に
わ
た
っ
て
得
牧
地
を
賞
輿
さ
れ
、
三
達
子
女
人
と
い
う
者

も
方
城
と
孔
家
庄
と
二
ケ
村
に
得
牧
地
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
し
て
ま
た
被
賞
興
者
の
中
に
は
老
齢
の
女
子
が
多
い
か
ら
、
勿
論
彼
ら
は
自

同
開

屯
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賞得枚地の賜輿理由と租i吹入

所在地貼 | 賜輿理由 |面 積|租

孔家庄 賞 先 得 40.0畝|'13.330吊 0.333吊

泥 窪 1文 上 5.0 
柳 林 賞 劉 稿養老 10.0 2.000吊

丈房河 賞房四婦人自種 3.0 0.200吊 0.066吊

西里河 賞屯援什庫 10.0 2.000吊 0.200吊

北 署寒村 毎年上差事 10.0 
横 道 賞屯援什庫 23.0 2.500筒 O. 103雨

柳 灘 賞丁仁母養老 3.0 0.350爾

~t 丈 賞王達子上1文 10.0 2.000商 0.200爾

同 上 賞 E事 格 4.0 0.800爾 0.200爾

~ 由 賞修七十一家上枚 20.0 6.333吊 0.316吊

方 城 賞三達子女人吃租 18.0 5.400吊 0.300吊

孔 家 圧 賞主連子女人吃租 27.0 5.400商

圃 亭 賞王四見之母 3.0 1. 300吊 0.433吊

丈 房 河 賞大房三児 10.0 0，666吊 0.066吊

圏 亭 賞 大 爺 的 100.0 45.000吊 0.450吊

方 城 賞趨婿々上t文 6.5 2.600吊 0.400吊

合計制| 110町302.5畝 88.859吊 (0.308雨〉

第七表

分
で

耕
作
し
た
の
で
は
な
く
、
出
佃
牧
租
す
る
の
が

通
例
だ

っ
た
の
だ
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
丈
房
河
の
房

四
婦
人
の
場
合
の
よ
う
に
、
自
作
す
れ
ば
そ
の
旨
「
自

種
」
と
特
記
す
る
こ
と
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
。

本 1雨=950文の割で換算。⑬参照。

そ
こ
で
問
題
な
の
は
こ
こ
で
租
銭
と
い
う
も
の
の
意

味
で
あ
る
。
第
七
表
に
示
す
逼
り
、
賞
得
牧
地
の
一
一畝

首
り
の
租
率
は
、
一
般
の
旗
租
地
よ
り
も
か
な
り
高
い
。

こ
の
租
は
こ
れ
ら
の
被
賞
輿
者
た
ち
が
、
大
爺
の
家
に

梯
っ
た
の
か
、
そ
・
れ
と
も
こ
れ
は
被
賞
典
者
の
牧
入

に
な
っ
て
、
大
爺
は
賞
賜
地
に

つ
い
て
は
租
牧
入
を
断

~90 ー

念
し
た
の
か
。
ど

っ
ち
に
し
て
も
被
賞
興
者
た
ち
が
、

こ
れ
ら
の
土
地
に
図
面
権
的
な
擢
利
を
も
ち
、

そ
れ
を

さ
ら
に
出
佃
し
た
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
彼
ら

が
こ
の
租

(
つ
ま
り
第
七
表
の
租
)
の
牧
得
者
で
あ
る

轄
佃
小
作
人
が
介
入
し
て
、
最
終
的
に
漢
人
農
民
か
ら
は
、

一
般
民
地
の
私
租
額
に
近
い
も
の
を
取
り
立
て
た
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
。

場
合
に
は
、
彼
ら
の
下
に
す
く
な
く
と
も
も
う
一
段
、

...... 
J、
旗
丁
の
家
族
構
成
、
京
内
人
口
と
関
東
人
丁
の
生
計

大
爺

x
の
得
分
に
は
、

屯
中
・
北
案
の
人
丁
と
な
ら
ん
で
、

京
内
嘗
差
人
口
・
関
東
人
丁
と

「
綿
般
」

に
見
え
る
も
の
が
ふ
く
ま
れ
て
い
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第八表

1 - 15歳

16 - 50 

61歳 以上

計|
者|

者|

五7
1一戸賞卒均 |

波

存

メ込
ロ

死

生

に
老
年
に
な
る
と
そ
う
で
あ
る
〉
。

9 16 13 13 13 戸

る
。
前
者
は
北
京
の
、
後
者
は
東
北
の
居
住
者
で
あ
っ
て
、
彼
ら
と
大
爺
の
家
と

の
聞
に
は
清
軍
入
閥
以
前
か
ら
、
特
別
な
人
身
的
隷
属
関
係
が
維
持
せ
ら
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。
先
ず
北
京
の
方
か
ら
見
ょ
う
。
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
在
京

嘗
差
の
人
口、

四
八
人
の
男
女
別
、
年
齢
別
、
戸
別
の
構
成
は
、
上
の
第
八
表
の

ご
と
く
で
あ
る
。
封
照
の
便
宜
を
は
か
る
た
め
に
、
屯
中
人
丁
・

関
東
人
丁
に
つ

い
て
も
、

同
様
の
デ
ー
タ
ー
を
抽
算
出
し
て
附
記
し
て
お
く
。

京
内
人
口
の
構
成
を
屯
中、

北
案
や
関
東
人
丁
の
そ
れ
に
比
べ
て
、
す
ぐ
気
づ

く
こ
と
の

一
つ
は
、

一
戸
嘗
り
の
成
員
数
(
男
一

・
三
人、

女
一

・
O
人
、
言十

ニ

・
三
人
)
が
、
人
口
密
度
の
低
い
関
東
(
男
五
・

二
人
、
女
三
・

O
人
、
計
八

- 91ー

-
二
人
)
の
そ
れ
よ
り
小
さ
い
の
は
勿
論
、
屯
中

・
北
案
、

に
定
着
し
て
い
る
者
(
男
三

・
二
人
、
女
二
・

こ
人
、
計
五

・
四
人
)
に
比
べ
て

も
、
二
分
の

一
以
下
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
京
内

・
屯
中
・

関
東
と
も
女
の

教
は
男
の
数
よ
り
す
く
な
い
が
、
こ
れ
は
特
に
弱
年
齢
の
女
子
に
、
記
載
も
れ
が

つ
ま
り
畿
輔
の
村
落

多
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
責
際
に
女
童
殺
害
そ
の
他
の
慮
置
に
よ
っ
て
、
女
子
の
数

を
不
自
然
な
低
さ
に
押
え
た
な
ぞ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
思
う
。
成
年
男
子
の

ほ
と
ん
ど
全
部
は
結
婚
し
て
い
る
(
嘗
り
前
の
こ
と
だ
な
ぞ
と
言
わ
な
い
で
ほ
し

い
)
。
叉
成
年
以
上
の
人
口
の
男
女
比
を
見
て
も
、
む
し
ろ
女
子
の
方
が
多
い
(
特

一
戸
嘗
り
の
成
員
数
の
小
さ
さ
と
並
ん
で
、
京
内
人
口
に
つ
い
て
目
立
つ

の
は
、
死
亡
を
示
す
ら
し
い
墨
圏
で
姓
名
を
圏
ん
だ
も
の
の
比
重
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が
、
他
に
比
べ
て
著
し
く
多
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
は
穂
般
の
記
載
方
式
の
差
異
に
も
、
多
少
の
関
係
が
あ
っ

た
か
も
知
れ
ぬ
か
ら
、

全
部
草
原
部
族
民
の
子
孫
が
、
都
城
化
し
た
こ
と
の
必
然
的
結
果
と
し
て
の
短
命
化
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
い
づ
れ
に
せ
よ
京
内
嘗
差
人
口

に
は
、
土
地
は
全
く
輿
え
ら
れ
て
い
な
い
。
彼
ら
の
多
く
は
旗
丁
と
し
て
園
家
の
た
め
に
(
部
族
の

俸
給
化
し
た
銭
糧
を
受
領
し
て
生
許
を
立
て
た
も
の
と
思
う
。

た
め
に
で
は
な
く
、
)
軍
務
に
つ
き
、

た
だ
京
内
嘗
差
人
口
の
家
族
構
成
を
見

る
と
、
軍
務
に
つ
こ
う
に
も
つ
き
ょ
う
の
な
い
女
世
帯
が
す
く
な
く
な
い
。
第
八
表
に
も
示
し
た
よ
う
に
、
大
爺

x
の
支
配
下
に
あ
る
京
内
嘗

し
か
も
そ
の
家
族
構
成
も
、
誠
に
賓
容
が
た
る

差
人
口
の
戸
数
は
全
部
で

二
ニ
戸
で
あ
る
が
、
こ
の
内
八
戸

(
六
二
%
〉
に
は
批
丁
が
い
な
い
。

も
の
で
あ
る
。
死
亡
者
の
姓
名
を
括
孤
に
入
れ
て
、
こ

の
入
戸
の
成
員
を
一
示
す
と
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

)
 

噌

A(
 

一
戸
三
口

(
四
十
八
四
十
六
歳
)

子
諾
莫
葎
九
歳

(
母
年
七
十
二
歳
)

(
次
子
未
歳
)

- 92-

(2) 

一
戸
田
口

(
百
歳
年
三
十
歳
)

(
大
女
年
十
歳
)

子
、
氷
寧
年
四
歳

(3) 

一
戸
一
口

妻
年
三
十
三
歳

己
故
索
住
之
妻
年
六
十
一
歳

(
八
五
年
二
十
三
歳
)

(
母
年
五
十
六
歳
)

(
子
年
雨
放
)

(5) (4) 

一
戸
三
口

(
萎
年
二
十
二
歳
)

己
故
修
玉
之
妻
年
五
十
八
歳

(
己
故
胡
龍
之
妻
六
十
一
歳
)

(
得
拐
額
年
三
十
六
歳
〉

(
妻
年
三
十
九
歳
〉

子
百
蕎
十
二
歳

一
戸
一
口

(6) 

一
戸
一
口

房
姐
十
八
歳

ど
う
も
京
内
嘗
差
人
口
と
い
う
も
の
の
家
族
構
成
を
見
る
と
、
品
開
り
強
盛
な
力
を
感
じ
な
い
。
む
し
ろ
何
と
な
く
貧
困
や
旗
康
を
連
想
さ
せ

(7) 

一
戸
三
口

る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
感
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
自
分
の
思
い
す
ご
し
で
は
な
い
と
思
う
。

(8) 

一
戸
一
口



関東人丁の生計基礎

居住地|戸主名|家族数|差地量|差銀額|畝省

人 畝
3.雨0 

爾

錦 ナトl金玉楓 6 132.0 0.02 

同 金登雨 5 150.0 3.0 0.02 

菓 子 窪 王起龍 12 588.0 15.0 o.位

責 貴 屯 何徳住 5 0.0 0.0 看域

七共裏 子斑地 22 0.0 0.0 0.0 

沙 河 子 王老格 9 0.0 3.0 ワ

後嶋鶴溝 徐 進 栢 54.0 0.0 援什庫

同 上 徐進忠 144.0 3.0 0.02 

同 上 徐自芳 72;0 0.0 ワ

73*1川 o*1川 0.021

第九表

1人嘗りは

キこの数字と第八表の数字との差2名は「逃亡」

者である。

料 1戸嘗りの差地面積は，

15.6畝。

126.6畝，

決
し
て
現
賞
に
卒
等
に
分
配
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

北
京
の
嘗
差
人
口
と
封
照
的
な
感
じ
を
輿
え
る
の
は
、
関
東
つ
ま
り
東

北
の
人
丁
で
あ
る
。
こ
れ
は
植
物
生
育
日
教
も
短
か
く
、
土
地
の
生
産
性

に
も
差
が
あ
る
と
は
言
え
、
そ
れ
で
も
肥
沃
な
遼
河
の
流
域
に
、
卒
均
敷

で
言
え
ば
か
な
り
大
き
な
差
地
を
興
え
ら
れ
て
い
る
。
一
戸
嘗
り
の
成
員

数
も
多
い
。
封
禁
政
策
の
保
護
を
う
け
て
、
彼
ら
の
生
許
の
基
礎
は
安
定

し
た
、
が
っ
し
り
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
。
勿
論
そ
こ
に
問
題
が
な

か
っ
た
需
で
は
な
い
。

関
東
人
丁
の
家
族
構
成
や
差
地
保
有
関
係
を
、

賢
表
に
取
り
ま
と
め
て
見
る
と
、
第
九
表
の
ご
と
く
で
あ
る。

第
九
表
の
示
す
関
東
人
丁
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
第
一
に
差
地
の
配
分
が

か
っ
一
部
に
は
差
地
を
全
く
輿
え
ら
れ
な
い
も
の

-，.93 ~ 

は
な
は
だ
不
卒
等
で
、

が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
卒
均
敷
で
見
て
も
そ
れ
は
畿
輔
屯
中
の
そ
れ
よ

り
小
さ
い
。
畿
輔
屯
中
人
丁
の
、
一
戸
嘗
り
差
地
配
分
額
は
、
一
九
四
・

一
一
畝
〈
第
三
表
〉

で
あ
る
が
、
関
東
で
は
そ
れ
よ
り
三

O
%小
さ
い
一
一
一

六
・
六
畝
し
か
輿
え
ら
れ
や
(
第
九
表
〉
。

一
四

O
畝
の
半
分
以
上
は
、

差
地
穂
面
積
一
、

し
か
も
そ
の
卒
均
面
積
も
、

た
だ
一
戸
(
栗
子
窪
の
王
起
龍

の
王
老
格
の
家
)
は
、

差
地
は
輿
え
ら
れ
な
い
ま
ま
で
、

家
)
に
濁
占
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
九
戸
の
内
三
戸
は
、
差
地
を
全
く
分
配
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
こ
の
「
無
地
」
戸
の
内
の
一
戸
(
沙
河
子

反
面
接
什
庫
と
し
て
豪
強
だ

っ
た
ら
し

差
銀
は
三
雨
ち
ゃ
ん
と
取
ら
れ
て
い
る
。

ぃ
、
後
鵬
鵠
溝
の
徐
準
相
の
一
一
族
な
ぞ
で
は
、
差
地
は
数
十
畝
づ
っ
配
分
さ
れ
な
が
ら
、
差
銀
は
一
厘
も
梯
っ
て
い
な
い
。
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そ
れ
だ
の
に
不
卒
等
が
貧
富
懸
隔
の
念
撮
大
や
、
賓
戸
の
破
産
設
落
に
導
く
よ
う
な
領
向
は
儀
り
明
瞭
に
讃
み
取
れ
な
い
。
差
地
を
全
く
興
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え
ら
れ
な
い
者
を
ふ
く
め
て
、
関
東
人
丁
の
家
は
成
員
数
も
多
く
、
子
供
の
数
も
多
く
、
生
計
も
安
定
し
て
レ
た
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
も
の
を

も
っ
て
い
る
。

そ
の
理
由
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
関
東
人
丁
に
閲
す
る
線
加
の
記
事
の
中
に
、

「買
一
貫
人
」
だ
と
か

「官
銅
匠
」
だ
と
か
言
う
、
軍

役
や
農
業
以
外
の
生
業
従
事
者
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
七
共
蓋
の
子
斑
地
の
家
は
、

一
家
二
十
二
人
が
「
無
地

・
無
差
」
で
生

活
し
て
い
る
が
、
斑
地
の
弟
ら
し
い
子
四
見
の
名
下
に
は
、
彼
が
官
工
匠
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
す
。

ま
た
こ
れ
は
無
地
戸
で
な
く
、
最
大
の
差

地
保
有
者
だ
が
、
菓
子
窪
の
王
起
龍
家
の
戸
主
、
起
龍
の
名
下
に
は
、

「
七
十
二
歳
、
買
費
人
」
と
、

彼
が
商
業
に
従
事
し
た
こ
と
を
示
す
記

事
が
あ
る
。
清
朝
の
成
立
以
来
、
進
ん
だ
閥
内
経
済
と
の
交
流
が
緊
密
化
し
て
、
東
北
特
に
遼
東
の
地
帯
は
、
今
ま
で
お
く
れ
て
レ
た
だ
け
に

一
層
急
激
な
瑳
展
の
機
舎
に
恵
ま
れ
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
差
地
の
保
有
や
経
営
も
だ
が
、
そ
れ
以
外
に
も
経
済
的
な
機
舎
は
多
く
、
彼
ら
は

京
師
に
入
っ
た
同
僚
の
旗
丁
た
ち
の
よ
う
に
、
窮
迫
混
落
の
路
を
辿
る
代
り
に
、
東
北
地
方
で
在
郷
の
地
主
に
な

っ
た
り
、
商
買
を
粂
ね
て
繁

勿
論
関
東
人
丁
の
中
に
も
、

そ
の
よ
う
な
現
朕
に
甘
ん
じ
な
い
も
の
が
あ
り
え
た
で
あ
ろ
う
。

「線
航
」
の
関
東
人
丁
の
連
名
の
中
に
、
逃
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策
し
た
り
す
る
も
の
が
あ
っ

た
の
で
な
い
か
と
思
う
。

亡
だ
の
逃
走
だ
の
と
註
記
さ
れ
た
も
の
の
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
を
示
唆
し
て
い
る
。
例
え
ば
後
雌
器
溝
の
徐
準
忠
の
戸
に
は

徐
進
忠
年
五
十
八
歳

妻
年
四
十
八
歳

徐
進
孝
年
五
十
六
歳

妻
年
三
十
九
歳

徐
準
鼠
一
ナ
年
五
十
二
歳
逃
走

妻
年
三
十
四
歳
逃
走

一
戸
四
口

地
二
十
四
日

差
銀
三
雨

と
あ
っ
て
、
徐
進
忠
の
弟
ら
し
い
徐
準
皐
と
そ
の
妻
と
は

「
逃
走
」

し
、
従
っ
て

一
戸
の
口
数
か
ら
も
は
ぶ
か
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
徐
準

忠
は
前
に
も
ふ
れ
た
嬢
什
庫
の
徐
進
相
の
一
族
で
、
こ
の
地
の
小
土
豪
で
あ
る
。
差
地
二
四
日

(
楠
〉
は

一
四
四
畝
に
嘗
り
、
卒
均
よ
り
も
大

き
い
。
徐
進
摩
夫
妻
の
逃
走
は
、
生
計
の
破
綻
に
よ
る
流
離
で
は
あ
り
え
な
い
。
恐
ら
く
家
庭
内
の
事
情
も
か
ら
ん
で
は
あ
ろ
う
が
、
む
し
ろ



旗
地
や
旗
丁
の
制
度
が
内
容
的
に
形
骸
化

新
ら
し
い
機
舎
や
活
動
の
分
野
へ
の
憧
慣
や
野
心
が
そ
の
主
動
機
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

し
、
や
が
て
賓
質
的
に
崩
壊
し
て
ゆ
く
経
路
に
は
、
よ
く
言
わ
れ
る
彼
ら
の
無
産
者
化
と
な
ら
ん
で
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
化
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ

か
も
知
れ
ぬ
が
、
「
自
由
」
な
漢
入
社
舎
の
市
場
経
済
へ
の
参
加
も
、
考
え
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

七

圭五
ロロ

結

紙
幅
が
無
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ

の
小
稿
で
は
自
分
は
自
分
が
今
ま
で
扱
っ
た
よ
り
も
、
低
い
階
層
の
満
洲
貴
族
の
、
旗
産
・
人
丁
構

成
の
様
々
な
側
面
を
跡
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
旗
入
社
舎
の
貫
情
を
模
索
す
る
試
み
を
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
同
時
に
異
民
族
王
朝
創
始
期

に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
中
園
土
地
制
度
封
建
化
の
企
て
が
、
こ
の
場
合
ど
の
程
度
ま
で
賓
数
的
で
あ
っ
た
か
、

ど
の
程
度
ま
で
し
か
賞
数
的

で
あ
り
え
な
か
っ
た
か
を
も
、
手
さ
ぐ
り
し
て
見
ょ
う
と
し
た
。
自
分
は
最
近
民
地
の
地
主
小
作
人
制
で
な
く
、
公
産
官
地
の
制
度
を
調
べ
て

見
た
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
小
稿
の
調
査
結
果
も
、

い
づ
れ
も
少
し
贋
い
わ
く
ぐ
み
の
中
で
、
現
直
す
機
禽
が
あ
る
か
と
思
う
。
そ
れ
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に
つ
け
て
も
大
方
の
き
び
し
い
叱
正
を
戴
き
た
い
。

な
お
こ
の
史
料
を
最
初
蒐
め
ら
れ
た
の
は
故
仁
井
田
陸
博
士
だ
と
い
う
。
改
め
て
追
悼
の
意
を
表
す
る
。
ま
た
大
分
勝
手
な
こ
と
を
言
っ

て

御
厄
介
を
か
け
た
東
洋
拳
セ
ン
タ
ー
の
司
書
の
方
々
に
も
お
瞳
を
申
上
る
(
一
九
七

0
・
八

・
二
八
)
。
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註①
拙
稿
「
旗
地
の
取
租
冊
橋
お
よ
び
差
銀
冊
橋
に
つ
い
て
」
、
東
洋
皐
報
、

四
五
省
(
一
九
六
二
年
〉
二
鋭
、
三
九
|
七
O
頁
、
三
抜
、
三
九
|
六
一

頁。
②
拙
稿
「
清
の
内
務
府
荘
園
|
内
務
府
造
迭
皇
産
地
畝
冊
と
い
う
史
料
に

つ
い
て
」
、
一
橋
大
皐
研
究
年
報
「
経
済
事
研
究
」
、
一
二
(
一
九
六
七
年
〉
、

一ー一

一
九
頁
。

③
東
京
大
事
東
洋
文
化
研
究
所
蔵
。
横
二
四
セ
ン
チ
、
縦
三
三

・
五
セ

ン

チ
ほ
ど
の
生
紙
、
表
紙
裏
表
紙
を
別
に
し
て
一
七
葉
を
綴
ぢ
、
各
葉
の
表

裏
に
墨
縦
書
し
た
手
書
本
一
冊
。
表
紙
に
は
中
央
に
や
や
大
字
で
、「
乾
隆

三
十
五
年
二
月

目
立
」
と
書
き
、
左
側
に
よ
せ
て
そ
れ
よ
り
も
細
字
で
、

「
大
爺
得
分
屯
中
差
租
地
畝
京
内
屯
中
北
築
関
東
等
廃
人
了
地
畝
線
部
」
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と
題
し
て
い
る
。
こ
の
史
料
を
讃
み
、
ノ
ー
ト
を
取
ら
せ
て
も
ら
っ
た
の

は
一
九
六
七
年
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
そ
の
後
何
も
書
け
ず
に
い
る
内
に
た

ち
ま
ち
三
年
経
っ
て
し
ま
っ
た
。

①
前
掲
拙
稿
「
清
の
内
務
府
皇
産
」
、
一
九
頁
、

二
四
頁
、
五
一

|
五
二

頁
、
八
三
|
八
四
頁
参
照
。

①
前
掲
拙
稿
「
旗
地
の
取
租
冊
檎
お
よ
び
差
銀
問
楢
に
つ
い
て
」
、
東
洋

皐
線
、
四
五
谷
二
鋭
、
五
五
頁
、
五
六
|
五
七
頁
参
照
。

①

文

書
史
料
の
場
合
に
は
、
記
事
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
記
載

の
鱒
裁
は
重
要
だ
と
思
う
か
ら
、
次
に
牢
丁
分
(
一
丁

a
)
の
-記
事
を
例

示
し
て
お
く
。
列
記
の
後
に
共
計
欄
が
あ
っ
て
地
目
そ
の
他
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

「代
四
遥
地

二
傾
六
十
五
畝

差
銀
三
十
雨

芦

思

議

地

八

頃

三

十

二

畝

差

銭

一
百

一
十
吊

尚
三
迷
子
地
四
頃
五
十
畝

差
銀
八
十
雨

王
有
知
地
四
頃
五
十
畝

差
銀
六
爾

」

⑦

註
①
前
段
に
同
じ
。
こ
の
宇
丁
分
は
二
丁

a
。

「張

化

地

二

頃

二

十

畝

租

銭

二

十
九
吊
三
百
文

柳

源

地

五

十

三

畝

租

銭

七

吊

六

百

六

十

文

西

里

河

地

八

畝

租

銭

二

吊

議
各
圧
地
三
十
三
畝

租

銭

七

吊

三
百
文

白

村

地

十

八

畝

瀞

沙
無
租

③

註

⑤
前
段
に
同
じ
。
六
丁
b
の
記
事
。

「孔
家
圧
地
四
十
畝

賞

先

得

泥

窪

地

五

畝

枚

上

柳
林
庄
地

十

畝

賞
劉
一
服
養
老

L 

租
銭
十
三
吊
三
百
三
十
文

租
銭
二
吊

丈
房
河
地
三
畝

北
築
村
地
十
畝

③

右

同

断
。
八
丁

a
。

「
太
子
務

房
四

間

租

銭

言
巾

公
由
・
白
庄
葉

一
段

租

銭
四
百
文

陶
口

房
七

間

租

銭

一

吊

七

百

文

公
由

房
十
間

租
銭
四
吊

方
城

房

四
問
中
十

租
銭

一
吊

柳
源
房
一

間

租

銭

一
吊

以
上
共
土
房
二
十
六
間
半
白
庄
案

一
段
共
得
租
銭
玖
吊
一

百
文
」

⑬

註
@
に
同
じ
。
八
丁
b
。
傍
線
の
人
名
を
墨
図
で
園
む
。
死
亡
者
で
あ

ろ
う
、
「
京
内
嘗
差
人
口

一
戸
三
口
四
十
八
年
四
十
六
歳
子
諾
莫
連
年
九
歳

母

年

七

十

二

歳

次

子

未

歳

一
戸
五
日
姿
徐
年
二
十
五

歳

妻

年
二
十
五
歳

母
年
五
十
三
歳

妹
子
年
十
九
歳

女

年

十

六

歳

次

女

年

十

一

歳

!

l
 

一
戸
昨
日
在
大
頭
四
十
六
歳

妻
年
四
十
七
歳

子
住
見
年
二
十
四
歳

妻
年
二
十
三
歳

女

年

五

歳

次

子

老
見
年
三
歳

孫
年
爾
裁

⑪
右
に
同
じ
。

一
O
了
a
。

「
屯
中
人
了
国
安
蘇
小
庖
村

一
戸
八
口
芦
思
惑
年
五
十
九
歳

長
子
芦
他
年
三
十
三
歳

賞
房
四
女
人
自
種

毎
年
上
差
事

租
銭
二
百
文

しー
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萎
年
五
十
八
歳

妻
年
三
十
歳
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次
子
芦
阿
年
二
十
八
歳

三
子
秋
見
年
十
七
歳

芦
思
彦
年
四
十
六
歳

母
年
七
十
歳

⑫
北
築
村
人
丁
記
事
の
僅
裁
註
@
に
同
じ
。

⑬
註
六
前
段
と
同
じ
。

「

関

東

人

丁

錦

州

金

玉

伺

年

五

十

五

歳

妻

五

十

歳

長
子
紅
三
年
二
十
歳
妻
年
十
六
歳

次
子
紅
四
年
十
六
歳
三
子
紅
五
年
十
二
歳

一
戸
六
日
地
二
十
二
日

差
銀
三
雨

庄
頭
金
登
雨
年
四
十
一
歳
妻
年
四
十
六
歳

長
子
六
十
六
年
十
一
歳
次
子
六
十
八
年
八
歳

弟
五
達
子
年
三
十
八
歳

一
戸
五
口
地
二
十
五
日
差
銀
三
雨

L

⑬
史
料
「
線
価
L

に
載
っ
て
い
る
個
々
の
地
片
面
積
を
集
計
し
て
作
つ

た
。
線
皿
山
に
載
っ
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
地
目
の
共
計
額
(
誤
り
が
あ
る
)

と
は
必
ら
ず
し
も
符
合
し
な
い
。
な
お
関
東
人
丁
地
に
つ
い
て
、
一
日
つ

ま
り
一
天
地
は
六
畝
と
し
て
換
算
し
て
お
く
。

⑬
こ
の
第
二
表
の
租
地
面
積
合
計
五
、
五
六
二
・
五
故
、
賞
得
牧
地
面
積

合
計
二
八
七
・
五
畝
は
、
第
一
表
の
そ
れ
、
五
、
五
八

0
・
五
畝
お
よ
び

三
O
二
・
五
畝
と
合
わ
な
い
。
こ
れ
は
い
づ
れ
も
無
租
地
が
一
八
・

O
畝

お
よ
び
一
五
・

O
畝
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
表
は
こ
れ
を
ふ
く
み
、
第

二
表
は
ふ
く
ま
ぬ
。

⑬
陳
昭
南
「
薙
正
乾
隆
年
間
的
銀
銭
比
債
嬰
動
(
一
七
一
一
一
一
一
l
九
五
〉
」
、

一戸一一一口

妻
年
二
十
八
歳

孫
子
六
十
見
年
九
歳
芦
岨
之
子

妻
年
四
十
歳

」

民
園
五
五
♂
華
北
、
九
頁
。
そ
こ
で
は
北
京
一
帯
の
銀
一
一
問
答
り
制
銭
額

は
、
乾
隆
三
三
年
か
ら
三
八
年
ま
で
、
九
五

O
文
内
外
と
推
定
せ
ら
れ
て

い
る
。
叉
彰
信
威
「
中
園
貨
幣
史
」
、

一
九
五
四
、

上
海
、

下、

五
三
O

頁
は
、
乾
隆
四
十
年
|
四
十
一
年
の
京
師
の
銀
銭
比
債
を
、
一
一
悶
H
九
五

五
文
と
し
て
い
る
。

⑪
銀
一
一
同
H

銭
九
五

O
文
と
し
て
換
算
し
た
。

⑬
前
掲
拙
稿

「旗
地
の
取
租
冊
櫨
お
よ
び
差
銀
冊
槍
に
つ
い
て
」
、
下
、

四
五
、
四
九
頁
。

⑬
彰
信
威
、
前
掲
書
、
五
一
一
一
一
頁
に
載
せ
る
一
七
六
一
1

一
七
七

O
年
の

米
債
は
、
一
石
蛍
り
一
、
五
一
五
文
、
同
書
五
四
二
頁
の
一
七
五

一
ーー一

八
O
O年
の
米
債
は
、
一
石
に
つ
き
て
六
二
六
文
で
あ
る
。

⑧
北
部
中
園
の
こ
の
頃
の
小
作
料
の
高
さ
に
つ
い
て
は
、
「
中
園
近
代
農

業
史
資
料
」
、
第
一
輯
、
(
一
九
五
七
、
北
京
)
の
七
一
頁
に
、
康
照
五
五

年
の
直
隷
治
州
の
こ
と
と
し
て
、
租
米
一
畝
嘗
り
一
石
四
斗
の
例
が
見
え

る
。
な
お
同
書
七
三
頁
は
、
嘉
慶
の
直
線
の
租
額
と
し
て
、

0
・
五
石
に

満
た
ぬ
も
の
を
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
旗
租
が
混
入
し
て
い
.る
お
そ

れ
が
あ
る
。

@

「

線

冊
L

の
四
丁

a
。

⑫
前
掲
拙
稿

「旗
地
の
取
租
冊
稽
お
よ
び
差
銀
冊
楼
に
つ
い
て
」、
下
、

三

一
一
一
二
|
三
三
三
頁
。

@
史
料
「
総
冊
L

六
了

a
。

⑧

「
線
冊
」
の
租
地
の
記
載
の
中
に、

一
地
片
だ
け
所
在
の
不
明
な
分
が

あ
る
、
五
了
b
に
「
五
三
養
老
地
三
畝
租
銀
三
銭
」
と
見
え
る
も
の
が

そ
れ
で
、
こ
れ
は
嘗
然
賞
得
枚
地
の
欄
に
移
す
べ
き
も
の
が
紛
れ
こ
ん
だ

の
だ
と
思
う
。
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@
地
闘
は
「
中
園
本
土
地
図
目
録
」
、
昭
和
四
二
、
東
京
、
の
九
三
頁
以

下
に
載
せ
る
北
京
陸
軍
測
量
局
等
給
成
の

北
京
近
傍
二
高
五
千
分
の

一

園
、
特
に
そ
の
繍
鐙
銀
・
固
安
豚
・
柳
原
銀

・
馬
庄
・
大
彰
村

・
宮
村

・

長
安
城
・
馬
頭
鋲
・
石
家
盤
等
が
役
に
立
っ
た
。

方
志
は
特
に
威
盟
国
安

蘇
志
の
闘
が
有
用
だ
っ
た
。

@
こ
の
家
族
数
は
「
線
冊
」
に
名
、
又
は
女
、
妹
、
孫
未
歳
な
ど
と
見
え

る
人
員
全
部
の
合
計
を
事
げ
て
い
る
。
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